
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
国
際
港
湾
施
設
の
制
限
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
三

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
六

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
六

正

誤

○
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日
号
外
第
三
十
号
人
事
委
員
会
中
qqqqqqqqq（
人
事
委
員
会

事

務

局
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

工
藤
整
形
外
科
医
院

波
多
野
歯
科
医
院

い
ち
い
薬
局
深
浦
町
岩
崎

店

弘
前
市
大
字
三
岳
町
六
の
一

弘
前
市
大
字
徳
田
町
五

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
岩
崎
字
松
原
四
七
の

一

平
成
三〇･
五･
一

三〇･
四･三〇

〃

青
森
県
告
示
第
五
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

波
多
野
歯
科
医
院

M’s
安
原
調
剤
薬
局

お
か
じ
ま
調
剤
薬
局
む
つ

店深
浦
町
国
民
健
康
保
険
深

浦
診
療
所

し
ち
の
へ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

弘
前
市
大
字
徳
田
町
五

弘
前
市
大
字
安
原
一
丁
目
二
の
一
安
原
フ
ァ

ミ
リ
オ
Ａ
の
二

む
つ
市
緑
ヶ
丘
三
五
の
二

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
広
戸
字
家
野
上
一
〇

四
の
三

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
熊
内
二
一
二
の
一

平
成
三〇･
五･
一

三〇･
六･
一

〃〃〃

青
森
県
報
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第
四
千
四
百
七
十
二
号

平
成
三
十
年

七
月
六
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
五
百
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

M’s
安
原
調
剤
薬
局

お
か
じ
ま
調
剤
薬
局
む
つ

店し
ち
の
へ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

弘
前
市
大
字
安
原
一
丁
目
二
の
一
安
原
フ
ァ

ミ
リ
オ
Ａ
の
二

む
つ
市
緑
ヶ
丘
三
五
の
二

上
北
郡
七
戸
町
字
荒
熊
内
二
一
二
の
一

平
成
三〇･
六･
一

〃〃

青
森
県
告
示
第
五
百
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指
定
辞
退

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

片
野

博

医
療
法
人
整

友
会
弘
前
記

念
病
院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一
整
形
外
科

平
成
二九･一〇･一一

難
病
指
定

医

松
田

哲
朗
今
別
町
国
民

健
康
保
険
今

別
診
療
所

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別
字
今
別

六
四

内
科
、
外
科

三〇･
三･三一

難
病
指
定

医

向
井
田

理

佳

八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

産
婦
人
科

三〇･
四･
一

難
病
指
定

医

須
田

俊
宏
独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
安
全
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

糖
尿
病
・
内
分
泌

内
科

三〇･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
五
百
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社
な

ご
み
の
里

弘
前
市
大
字
藤
代

二
丁
目
二
二
の
七
通
所
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

岩
木

弘
前
市
大
字
駒
越

字
村
元
一
二
三
の

一

平
成
三〇･
七･
一

青
森
県
告
示
第
五
百
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
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一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

〇七二

平
成
三〇･
六･二六
社
会
福
祉

法
人
嶽

会

弘
前
市
大

字
一
町
田

字
浅
井
四

四
三
の
一

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
松
山
荘

弘
前
市
大

字
一
町
田

字
浅
井
四

四
三
の
一
平
成
三〇･
七･
一
介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇七三

〃

社
会
福
祉

法
人
嶽

会

弘
前
市
大

字
一
町
田

字
浅
井
四

四
三
の
一

短
期
入
所

生
活
介
護

事
業
松
山

荘
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ

ン

弘
前
市
大

字
一
町
田

字
浅
井
四

四
三
の
一
〃

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

〇七四

三〇･
六･二八
社
会
福
祉

法
人
大
間

町
社
会
福

祉
協
議
会

下
北
郡
大

間
町
大
字

大
間
字
寺

道
一
六

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
く
ろ
ま

つ

下
北
郡
大

間
町
大
字

大
間
字
大

間
平
二
〇

の
七
八

三〇･
六･二八
介
護
老
人

福
祉
施
設

〇二一五〇〇

〇七五

〃

社
会
福
祉

法
人
大
間

町
社
会
福

祉
協
議
会

下
北
郡
大

間
町
大
字

大
間
字
寺

道
一
六

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
く
ろ
ま

つ

下
北
郡
大

間
町
大
字

大
間
字
大

間
平
二
〇

の
七
八

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

〇二一五〇〇

〇七六

〃

シ
ニ
ア

エ
ー
ル
株

式
会
社

青
森
市
松

原
一
丁
目

五
の
一
四

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
ウ

エ
ル
ス

テ
ー
ジ

青
森
市
桜

川
六
丁
目

六
の
二
一
〃

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
五
百
六
号

平
成
十
六
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
号
（
国
際
港
湾
施
設
の
制
限
区
域
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
八
戸
港
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

戸

港

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
三
五
の
一
地
先
の
区
域
及
び
そ
の
前
面
水
域

の
う
ち
別
図
４
に
示
す
区
域
、
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
〇
の
一
、
二

三
の
一
、
二
三
の
三
、
二
三
の
四
、
二
三
の
五
、
二
三
の
六
及
び
三
三
の

区
域
並
び
に
そ
の
前
面
水
域
の
う
ち
別
図
５
に
示
す
区
域
、
同
市
大
字
河

原
木
字
海
岸
三
六
の
一
、
三
六
の
九
、
三
六
の
一
八
、
三
六
の
一
九
、
四

〇
及
び
四
一
地
先
の
区
域
並
び
に
そ
の
前
面
水
域
の
う
ち
別
図
６
に
示
す

区
域
、
同
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
二
七
の
区
域
の
前
面
水
域
の
う
ち
別
図

７
に
示
す
区
域
、
同
市
豊
洲
二
の
一
地
先
の
区
域
及
び
そ
の
前
面
水
域
の

う
ち
別
図
８
に
示
す
区
域
、
同
市
豊
洲
二
の
二
地
先
の
区
域
及
び
そ
の
前

面
水
域
の
う
ち
別
図
９
に
示
す
区
域
並
び
に
同
市
豊
洲
七
の
一
の
区
域
の

前
面
水
域
の
う
ち
別
図
10
に
示
す
区
域

別
図
５
及
び
別
図
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
７
を
削
り
、
別
図
８
を
別
図
７
と
し
、
別
図
９
を
別
図
８
と
し
、
別
図
10
を
別
図
９
と
し
、

別
図
11
を
別
図
10
と
し
、
別
図
12
を
削
る
。

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

三
十
年
六
月
二
十
八
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
四
〇
号

魚
か
す
粉
末

純
有
機
六
号

窒
素
全
量七
・
〇

り
ん
酸
全
量
五
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

丸
光
水
産
株
式

会
社

八
戸
市
諏
訪
二

丁
目
二
六
の
一

六

青
森
県
第

三
四
一
号

魚
か
す
粉
末

純
有
機
七
号

窒
素
全
量八
・
〇

り
ん
酸
全
量
四
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
市
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃

石
岡

久
悦

石
岡

裕

五
所
川
原
市
大
字
野
里
字
牧
ノ
原
七
五
の
二

〃

〃

字
野
岸
七
の
二

平
成
三〇･
六･二五就
任

三〇･
三･三一退
任

正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

人
事
委
員
会
事
務
局

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
二八･
三･三〇

号
外
第
三
〇
号

人
事
委
員
会

規
則

七
―
三
九

一
八

下

表
中

短

大

卒

一
級

三
号
給

短

大

卒

二
級

三
号
給


